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１．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置づけ
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（１）区域施策編
・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）は、その区域の自然的社会的条件
に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計画
・計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する
措置の内容を定めるもの
・温室効果ガスの排出量削減等を行うための施策に関する事項として、再生
可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、公共交通機関の利用者の利便
の増進、緑化推進、廃棄物等の発生抑制等循環型社会の形成等について定
めるもの。

・2022年４月より施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部
を改正する法律において、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促
進する事業（地域脱炭素化促進事業）に係る促進区域や環境配慮、地域貢献
に関する方針等を定めるよう努めることとされた。

１．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置づけ
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地方公共団体実行計画とは
国の「地球温暖化対策計画」に基づき、地方公共団体が温室効果ガスの排出削減のた
め実行する施策を取りまとめた中長期的な計画。
策定する内容の違い から、 「事務事業編」 と 「区域施策編」 の２つから構成される。

【国】地球温暖化対策計画
2050年カーボンニュートラル
2030年度46％削減（2013年度比）

●事務事業編
地方公共団体の自らの施設や事業から排出
される温室効果ガスの削減（庁舎をはじめと
する公共施設での省エネルギー対策など）に
関する計画。
全ての地方公共団体に対して策定が義務づ
けられている。町の施設から排出される温室
効果ガス排出量や削減目標、削減のための
取り組みについて定める。

●区域施策編
地方公共団体の区域内全体の温室効果ガス
排出削減対策に関する計画。 地方公共団体
だけでなく、住民や事業者の活動により排出
される温室効果ガスも対象。
2050年カーボンニュートラルを達成するた
め、町・住民・事業者による省エネルギー活動
の促進や、町の自然的条件に適した再生可
能エネルギーの利用促進などの具体的な取
り組みについて計画に盛り込む。
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２．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）の概要
②二酸化炭素排出量（現状）
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年度
分野・部門

CO2排出量（千t-CO2）

1990年度 2005年度 2013年度 2019年度

エネルギー
起源CO2

産業部門

製造業 15.0 9.1 2.0 4.3

建設業・鉱業 5.8 2.5 1.6 1.4

農林水産業 8.8 1.1 3.6 3.4

計 29.6 12.7 7.2 9.1

業務その他部門 9.0 11.5 16.2 11.6

家庭部門 21.9 23.0 23.8 20.2

運輸部門

自動車（旅客） 8.5 10.6 8.5 7.0

自動車（貨物） 12.2 11.8 10.4 9.6

計 20.7 22.4 18.9 16.6

計 81.2 69.6 66.1 57.5

非エネルギー
起源CO2

焼却処分 一般廃棄物 0.7 0.7 0.2 0.2

計 0.7 0.7 0.2 0.2

CO2総排出量 81.9 70.3 66.3 57.7

1990年度比 －14.1％ －19.0％ －29.5％

2005年度比 －5.7％ －17.9％

2013年度比 －13.0％

出典：環境省自治体排出量カルテ

年度
二酸化炭素総排出量

（千t-CO2）
削減率

基準年度 2013年度 66.3 -

現状年度 2019年度 57.7 13.0％

（目標年度） 2030年度 35.8 46.0％

計画目標年度 2032年度 32.6 50.9％

目標年度 2050年度 0 100.0％
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2030年度までに 46％
2050年度までに100％ の二酸化炭素排出量削減

２．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）の概要
③削減目標



①産業部門

再生可能エネルギーの利用・導入促進

・再生可能エネルギー電力メニューへの切り替え
・自家消費型太陽光エネルギーの導入
省エネ・省資源への取り組み

・高省エネ設備への切り替え
・高省エネ建築物の導入
・エコカーの導入

その他

・3R（リデュース、リユース、リサイクル）の徹底

②業務その他部門

再生可能エネルギーの利用・導入促進

・再生可能エネルギー電力メニューへの切り替え
・自家消費型太陽光エネルギーの導入
省エネ・省資源への取り組み

・省エネ診断の活用
・高省エネ設備への切り替え
・高省エネ建築物の導入
・環境負荷の少ない資材の利用や自然光導入の促進
・エコカーの導入
・不要な箇所の消灯や日常的な節電
・暖房温度の適正管理
その他

・3R（リデュース、リユース、リサイクル）の徹底
・職員に対して環境保全等に関する意識の啓発
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２．せたな町地球温暖化対策推進実行計画
④具体的な取組（区域施策編）

③家庭部門 再生可能エネルギーの利用・導入促進

・再生可能エネルギー電力メニューへの切り替え
・自家消費型太陽光エネルギーの導入
・太陽熱の導入

省エネ・省資源への取り組み

・高省エネ設備への切り替え
・既築住宅の断熱改修などのZEH化推進
・家庭用燃料電池の導入

その他
・3R（リデュース、リユース、リサイクル）の徹底

④運輸部門 省エネ・省資源への取り組み

・エコカーへの切り替え
・エコドライブの推進
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２．せたな町地球温暖化対策推進実行計画
④具体的な取組（区域施策編）
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２．せたな町地球温暖化対策推進実行計画
④具体的な取組（区域施策編）

基本
方針

施策
CO2削減量
（トン-CO2）

再エネ導入
量（kW）

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
脱
炭
素
化

1 公共施設への太陽光発電導入 2,007 5,048

2 屋根置き太陽光発電導入促進（住宅） 1,500 5,000

3 遊休地等を活用した太陽光発電の導入促進 8,095 24,480

4 電気およびハイブリット自動車の普及促進 257 -

5
電力小売り事業等による電力の脱炭素化に
向けた取り組み

1,420 1,320

6 その他 - -

合計 13,279 35,848

施策一覧

①エネルギーの脱炭素化

１ 公共施設への太陽光発電導入

町内公共施設への太陽光発電の導入や 公共施設への
太陽光発電による電力供給

二酸化炭素削減見込み量 2,007トンCO2
再生可能エネルギー導入見込み量 5,048kW

算
定
の
考
え
方

〇二酸化炭素削減見込み量の内訳
①公共施設（6箇所）の建物の面積×設置可能面積算定係数×設置密度×24時間×365日×設備利用率×排出係数＝683トンCO2
②未利用公共用地における太陽光発電設備容量×24時間×365日×設備利用率×排出係数＝1,324トンCO2
〇再生可能エネルギー導入見込み量の内訳
①公共施設（6箇所）の建物の面積×設置可能面積算定係数×設置密度＝1,048kW
②未利用公共用地（1,000kw×4箇所）における太陽光発電設備容量=4,000kW

各主体の役割

町民 企業 行政

KPI（重点業績評価指標）

指標
・未利用地(4箇所)への太陽光発電による電力供給

スケジュール

今後の主な課題

公共施設への導入検討

太陽光発電・蓄電池の導入検討・実施
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2 屋根置き太陽光発電導入促進（住宅）

二酸化炭素削減見込み量 1,500トンCO2

再生可能エネルギー導入見込み量 5,000kW

算
定
の
考
え

方

〇二酸化炭素削減見込み量の内訳

①対象住宅（100件）×１戸当たりの設備容量×24時間×365日×設備利用率×排出係数×計画期間（10年）＝1,500トンCO2

〇再生可能エネルギー導入見込み量の内訳

①対象住宅（100件）×１戸当たりの設備容量×計画期間（10年）＝5,000kW

各主体の役割

町民 企業 行政

KPI（重点業績評価指標）

指標

スケジュール

今後の主な課題

太陽光発電・蓄電池の導入促進

広報誌等による周知
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①エネルギーの脱炭素化

3 遊休地等を活用した太陽光発電の導入促進

町全体で約6,279MW（うち、促進エリアは816MW、その他は調整エリ

ア）

二酸化炭素削減見込み量 8,095 トンCO2

再生可能エネルギー導入見込み量 24,480 kW

算
定
の
考
え
方

〇二酸化炭素削減見込み量の内訳

①ゾーニング結果（促進エリア）の太陽光発電設備容量(816MW)の合計×目標導入割合（3％）×24時間×365日×設備利用率(15.1%)×排出係数

=8,095トンCO2

〇再生可能エネルギー導入見込み量の内訳

①太陽光発電設備容量(816MW)の合計×目標導入割合（3％）=24,480kW (24.48MW)

各主体の役割

町民 企業 行政

KPI（重点業績評価指標）

指標

スケジュール

今後の主な課題

町有地等活用による太陽光導入検討

太陽光発電・蓄電池の導入促進
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①エネルギーの脱炭素化

4 電気自動車の普及促進

二酸化炭素削減見込み量 ２57トンCO2

再生可能エネルギー導入見込み量 ―

算
定
の
考
え
方

〇二酸化炭素削減見込み量の内訳

各主体の役割

町民 企業 行政

KPI（重点業績評価指標）

指標
（58台）中100%の切り替え

・軽自動車・普通車の切り替え （各6台（普通4台、軽2台

スケジュール

今後の主な課題

補助金の活用等の検討

電気自動車への切り替え、充電スタンドの整備
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①エネルギーの脱炭素化

5 電力小売り事業等による電力の脱炭素化に向けた取り組み

二酸化炭素削減見込み量 1,420トンCO2

再生可能エネルギー導入見込み量 1,320kW

算
定
の
考
え
方

〇二酸化炭素削減見込み量の内訳

①CO2フリープランの促進：2020年度の電力需要量

×切り替え目標割合（15％）×排出係数=1305トンCO2

②卒FIT電源の活用：町有風力発電設備容量（1,320kW）×活用目標割合（100％）×設備利用率(35%)×排出係数＝115トンCO2

〇再生可能エネルギー導入見込み量の内訳

①卒FIT電源の活用：町有風力発電設備容量（1,320kW）×活用目標割合（100％）＝1,320kW

各主体の役割

町民 企業 行政

KPI（重点業績評価指標）

指標

スケジュール

今後の主な課題

実施体制の検討

CO2フリープランへの切り替え・卒FIT電源の活用

アグリゲーターによる電力の効率的な活用
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①エネルギー消費量の削減

１ ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及促進

二酸化炭素削減見込み量

再生可能エネルギー導入見込み量

算
定
の
考
え
方

〇二酸化炭素削減見込み量の内訳

①ZEHの目標戸数（100戸）/年における二酸化炭素削減量×計画期間（10年）＝2,200トンCO2

②年間の目標戸数（20戸）における二酸化炭素削減量×計画期間（10年）＝14000トンCO2

③ZEB１年間の目標棟数（３棟）における二酸化炭素削減量×計画期間（10年）＝550トンCO2

〇再生可能エネルギー導入見込み量の内訳

①ZEH目標建築物数（100件）×ZEH１件当たりの太陽光発電設備容量（５kW）×計画期間（10年）＝5,000kW

②ZEB目標建築物数（３件）×ZEB１件当たりの太陽光発電設備容量（25kW）×計画期間（10年）＝750kW

各主体の役割

町民 企業 行政

KPI（重点業績評価指標）

指標

スケジュール

今後の主な課題

補助金の活用等による支援の検討
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３．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）における促進区域
①促進区域の位置づけ

19

・区域施策編において、地域の再エネ事業（地域脱炭素促進事業）の実施に関する要件
（対象となる区域（促進区域）、事業に求める地域貢献の取組等）を定めるよう努める旨
が記載されている。

出典：「地域脱炭素を推進するための地方公共団体実行計画制度等に関する検討会（第１回）」資料3、令和5年4月27日開催
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３．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）における促進区域
②促進区域の概要

出典： 地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）、令和５年３月、環境省



３．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）における促進区域
③地域脱炭素化促進事業に求められること
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・地域脱炭素化促進事業に関する制度は、円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮
し、地域のメリットにもつながる、地域と共生する再エネ事業の導入を促進するもの。地
方公共団体と地域にとって、地域主導で、地域と共生し、地域に裨益する再エネ事業を
誘致することができるという点が、この制度の大きなメリットとなります。

出典： 地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）、令和５年３月、環境省

３．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）における促進区域
④市町村の促進区域の設定状況

22出典：「地域脱炭素を推進するための地方公共団体実行計画制度等に関する検討会（第１回）」資料3、令和5年4月27日開催



３．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）における促進区域
⑤せたな町における促進区域のイメージ
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◎風力発電
・陸上風力発電のゾーニングによる促進エリア及び促進エリアに隣接する調整エリア

◎太陽光発電
・町が所有する公共施設の屋根
・町が所有する土地
・太陽光発電のゾーニングによる促進エリア及び促進エリアに隣接する調整エリア

調整エリア

促進エリア

●促進区域（案）のイメージ

●地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）における促進区域（案）

北海道の基準等及び環境省北海道地方環境事務所の助言を踏まえて検討、設定

●ゾーニングの各エリアと促進区域との関係（R4年度検討）

３．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）における促進区域
⑥風力発電事業の配慮事項の例
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No 項目 配慮事項

１ 騒音

事業計画を具体化する段階では、周辺の住居や環境配慮施設（学校、病院、福祉施設）等の分布を調査したうえ

で、採用する風車規模および配置による騒音の影響を予測・評価し、影響の程度に応じた環境保全措置を検討す

る必要がある。また、地域住民に対する丁寧な説明を行い、合意形成を図る必要がある。参考：『風力発電施設

から発生する騒音に関する指針（平成29年５月、環境省）

特に、小倉山、丹羽、東丹羽、若松、宮野、花歌には促進エリアから２㎞圏内に住居や環境配慮施設等が密集し

ており、配慮が必要である。

２ 風車の影

事業計画を具体化する段階では、風車の影の影響については、一般的な調査範囲として採用されている風車

（ローター）直径の10倍の範囲において、周辺の住居、環境保全施設等の分布（窓の有無等）を調査したうえで、

採用する風車規模および配置による風車の影の影響を予測・評価し、影響の程度（風車の影がかかる可能性及

びその時間等）に応じた環境保全措置を検討する必要がある。また、地域住民に対する丁寧な説明を行い、合意

形成を図る必要がある。

特に、小倉山、丹羽、東丹羽、若松、宮野、花歌には促進エリアから２㎞圏内に住居や環境配慮施設等が密集し

ており、配慮が必要である。

３ 水の濁り

事業計画を具体化する段階では、湧水や井戸を含む周辺の利水状況を調査したうえで、土地の改変域から濁水

の流出等の影響を予測・評価し、影響の程度に応じて沈砂地等の濁水処理施設等を設置する等適切な濁水防止

策を図る必要がある。

町内では、促進エリアの下流２㎞圏内で松岡に１箇所、小倉山に１箇所、丹羽に１箇所、西丹羽に３箇所、東丹羽

に３箇所、宮野に２箇所、平浜に１箇所の水道水源が存在する。また小川、共和を集水域とする太櫓川支流、宮

野、平区を集水域とする臼別川は保護水面に指定されている。これらの地域では特に配慮が必要である。

風力発電事業の配慮事項（抜粋）


